
消消 防防 だだ よよ りり

（　）は、令和３年累計

・救　急 ……………28件 （207件） 
・火　災 …………… 0件 （　 4件）
・救　助 …………… 1件 （　 3件）

・風水害 …………… 6件 （  6件） 
・捜　索 …………… 0件 （  1件）
・その他 …………… 1件 （14件）

合計……… 36件 （235件）

6月
出動状況

※住宅用火災警報器の交換の目安は１０年 です。定期的に作動の確認をしましょう。
※火入れを行う場合は、必ず消防本部まで連絡するようお願いします。
※火事・救急・救助は１１９番へお願いします。

　令和３年３月31日付で３名の消防団員が退団され
ました。
　消防団として火災現場における警戒、捜索活動や
火災予防の広報活動など多岐にわたり活躍されまし
た。長年にわたる消防団活動大変お疲れさまでした。
　また、新たに３名の方が新消防団員として入団し
ました。入団式では平良消防団長より辞令書を受け
取り、消防団員としての一歩を踏み出しました。地
域防災の要となる消防団の一員として、今後の活躍
が期待されます。

　この度、「令和２年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金」を活用し新車両（くめ予防１）並びにコンテナ倉庫を消防本部に配
置しました。
　くめ予防１号車は新型コロナウイルス関連事案が発生した際に、医療従事者の搬
送を主な目的とし、コンテナ倉庫は新型コロナウイルス感染症対応資機材（感染防
護衣など）の収納のため配置しました。久米島町消防本部では、新型コロナウイル
ス関連事案対応のため、ソフト・ハード両面から体制の強化を図っています。

消防団退団・入団について

久米島町消防本部　新車両・コンテナ倉庫の配置

退　団
 　・嘉手苅　佑太　・浦添　芳乃　・山川　大輔
入　団 
 　・宮城　修太郎　・伊是名昂之　 ・我那覇　僚

　防火対象物の所有者等（所有者・管理者・占有者）は、消防用設備を設置した場合、定期的に点検を行い、消防署へ報告す
る義務があることはご存じでしょうか。

   　★点検対象施設とは：150㎡以上の店舗、全ての飲食店、ホテル、共同住宅等
　当本部では、点検報告の向上を推進するため、建物の規模により、資格がなくても、比較的点検の容易な消火器と誘導標識に
ついて、点検から報告書作成までを補助するウェブアプリをホームページ上に掲載致しました。この機会に、
ご自身で点検報告をしてみませんか。
消防用設備点検アプリＵＲＬ　　　　　　　
http://www.town.kumejima.okinawa.jp/docs/2021020200018/

消防用設備等の点検報告のお願い

左から　長井消防長、宮城修太郎新団員、平良弘光消防団長、
伊是名昂之新団員、我那覇僚新団員
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